
 

市民生活部 

組織目標 

市民生活部は、地域振興課（９地区センター）・人権推進課（男女共同参画推進センター・消費生

活センター）・市民課で構成し、地域の振興、市民文化の推進、多文化共生社会の推進、人権の尊重、

男女共同参画社会の実現、戸籍・住民基本台帳・印鑑登録・国民年金事務・マイナンバーに関する事

務事業を行っています。 

市民生活部の目標 （令和８年度） 市民生活部長  竹廣 由美 

【部の基本方向】 

市民一人ひとりが互いを尊重し合い、つながりを大切にした住み続けたいまちを創造します。 

９地区の地区センターを拠点とし、少子高齢社会の多岐に渡る課題に対応しながら、地域住民の

利便性向上や地域福祉の発展を目指します。 

【部の重点方針】 

１ 地域の特性を活かしたコミュニティや市民文化が創造され、魅力と活気に満ちたまちづくりを

進めます。また、地区センターの６つの機能が十分に発揮されるよう充実を図ります。 

２ 市民一人ひとりが、世代や国籍の垣根を越え、文化の違いを認め合い、地域社会で互いに連携し

支え合うことで、地域課題を解決していくことのできる多文化共生社会のまちづくりを進めます。 

３ 女性の能力開発及びキャリアアップを支援します。また、すべての個人が、互いの人権を尊重し

性別に縛られず、社会のあらゆる場面で個性や能力を十分に発揮し活躍できる社会づくりを進め

ます。 

４ マイナンバーカードを活用したＤＸを推進し、市民の利便性を高めます。 

【課の目標（達成すべき目標）】 

 

【地域振興課】 

１ コミュニティ活動の活発なまちづくりの促

進 

  地域コミュニティの担い手確保と活動の活

性化を図るため、各区・自治会と連携し、地区

センターを拠点としたまちづくりを推進しま

す。自治会運営の効率化と情報伝達の迅速化に

向け、電子回覧板等のデジタルツールの活用を

積極的に支援し、世代を問わず参加しやすい地

域づくりに取り組みます。 

・地域コミュニティ推進講演会：３地区で実施 

・自治会におけるデジタルツールの活用促進 

２ 多文化共生社会のまちづくり 

多文化共生社会の実現に向けて、これからの

社会に必要な共通言語である「やさしい日本

語」を市の「地域の共通言語」とするため、市

 

【目標の達成度合】 
 

 

 

 

 

 

 



 

国際交流協会と共に普及を図ります。 

・地域で活動する方を対象とした講座の実施 

：１回 

・庁内での活用を促すため、職員を対象とした

講座の実施：１回 

・市からの情報発信に対し「やさしい日本語」

の活用の促進と支援：随時 

３ 地区センターの運営と工事の実施 

地域コミュニティの拠点施設としての役割

を果たすとともに、地域の市民サービスの充実

を目指して、関係各課との連携並びに課内・地

区センター内の職員協力体制を強化し、６つの

機能を十分発揮するよう運営します。同時に施

設の持続可能な運営にも取り組みます。 

また、施設の長寿命化を図る工事や建替工事

に向けた準備を適切に実施します。 

 

【人権推進課】 

４ 男女共同参画社会の実現 

 ・第５次いるま男女共同参画プランの成果と課

題を踏まえ、社会情勢の変化に対応した第６次

プランを策定し、男女共同参画施策の推進を図

ります。 

 ・第５次いるま男女共同参画プランに基づき、

女性就労・キャリアアップ支援事業を実施し、

働く意欲を持つ女性が活躍できる社会の実現

を目指します。 

・就職支援、キャリアアップ、起業等のセミナ

ーを開催し、事業周知に努め募集定員の 80％以

上の参加者を募ります。 

５ 人権の尊重と相談業務の充実 

・市民一人ひとりがお互いに人権を尊重できる

社会を醸成するため、人権啓発活動を推進しま

す。 

・市民からの専門的な相談に対応するため、弁

護士による法律相談を始めとした各種相談事

業の充実及び市民への周知に努めます。 

 ・各種専門相談：12 種類 

 

【市民課】 

６ 書かない窓口の構築 

マイナンバーカードセンターでは、多くの方



 

がマイナンバーカードを持参して来庁されて

います。この現状を踏まえ、マイナンバーカー

ドを活用した「書かない窓口」の環境を構築し、

市民の利便性向上と事務の効率化を推進しま

す。 

 


